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(57)【要約】
　管腔内デバイス及び管腔内の方法は、肥満症用デバイ
スのような管腔内デバイスを、胃腸管のような蠕動波を
受ける管腔内に配置することを含む。管腔内デバイスは
、互いに反対側となる端部分を有する壁部によって画成
される表面を含む。この表面は、管腔の一部の形状及び
サイズに略適合するように構成される。端部分は、管腔
に沿った蠕動運動の方向への軸に沿って間隔をあけて配
置される。カバーが、管腔内デバイスの遠位への遊走を
引き起こす蠕動波に抗するように、端部分同士の間に少
なくとも１つの開口部を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに反対側となる端部分を有する壁部によって画成される表面であって、前記端部分
が管腔に沿った蠕動運動の方向への軸に沿って間隔をあけて配置された状態で、前記管腔
の一部の形状及びサイズに略適合するように構成された表面を備える管腔内デバイスにお
いて、
　前記壁部が、前記管腔内デバイスの遠位への遊走を引き起こす蠕動波に抗するように、
前記端部分同士の間に少なくとも１つの開口部を有する管腔内デバイス。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの開口部が、前記管腔の蠕動波の波長と少なくとも同じ桁数の大き
さの距離だけ離して配置される少なくとも２つの開口部を含み、それにより、前記開口部
の少なくとも１つは、前記蠕動波が前記管腔内デバイスを通過するときに前記管腔に係合
している請求項１に記載の管腔内デバイス。
【請求項３】
　前記壁部が、前記軸に関する略円筒状であり、前記少なくとも１つの開口部が、前記壁
部の外周の周りで半径方向に分散する開口部のパターンを含む請求項１に記載の管腔内デ
バイス。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの開口部が少なくとも２つの開口部を含み、前記パターンが、前記
壁部の外周の周りで半径方向に分散する少なくとも２つのパターンを含む請求項３に記載
の管腔内デバイス。
【請求項５】
　前記少なくとも２つのパターンは、前記軸に対して略垂直に配列される請求項４に記載
の管腔内デバイス。
【請求項６】
　前記少なくとも２つのパターンは、前記管腔の蠕動波の波長と少なくとも同じ桁数の大
きさの距離だけ離して配置される請求項５に記載の管腔内デバイス。
【請求項７】
　前記少なくとも２つのパターンは、少なくとも前記管腔の前記蠕動波の波長程度である
距離だけ離して配置される請求項６に記載の管腔内デバイス。
【請求項８】
　前記パターンはそれぞれ、前記軸に略垂直に且つ実質的に前記壁部を囲むように延在す
る開口帯部を含む請求項３に記載の管腔内デバイス。
【請求項９】
　前記パターンはそれぞれ、実質的に前記壁部を囲むように延在する複数の離散した開口
部を含む請求項３に記載の管腔内デバイス。
【請求項１０】
　前記壁部が、支持構造体と前記支持構造体を覆うカバーとによって画成され、前記少な
くとも１つの開口部が前記カバーに画成される請求項１に記載の管腔内デバイス。
【請求項１１】
　前記支持構造体は、複数の交差するメッシュ部分によって画成され、それにより複数の
直線で囲まれた多角形を画成し、前記少なくとも１つの開口部は、前記多角形による複数
の隣接する多角形からなるサイズである請求項１０に記載の管腔内デバイス。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの開口部は、ひし形、十字形、直線形及び「Ｈ」形状から選択され
る少なくとも１つを含む形状に配列された前記多角形による少なくとも３つの前記隣接す
る多角形からなるサイズである請求項１１に記載の管腔内デバイス。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの開口部は、前記支持構造体での粘膜の増殖を調整するように構成
される請求項１に記載の管腔内デバイス。
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【請求項１４】
　前記少なくとも１つの開口部は、制御されていない粘膜の増殖を促進するような量を下
回る前記軸に沿った寸法を有することによって、粘膜の増殖を調整するように構成される
請求項１３に記載の管腔内デバイス。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの開口部は、前記粘膜に接触するように適応した側部と反対側にあ
る前記少なくとも１つの開口部で前記支持構造体の側部上に延在する前記カバーによって
、粘膜の増殖を調整するように構成される請求項１３に記載の管腔内デバイス。
【請求項１６】
　前記支持構造体がメッシュを含む請求項１０に記載の管腔内デバイス。
【請求項１７】
　前記メッシュは、外方に拡がるメッシュを含む請求項１６に記載の管腔内デバイス。
【請求項１８】
　前記メッシュは、不均一なセル構造を有する請求項１７に記載の管腔内デバイス。
【請求項１９】
　前記セル構造は、前記管腔内デバイスの軸方向の内方よりも軸方向の外方で密度が低く
、それにより移行ゾーンを画成する請求項１８に記載の管腔内デバイス。
【請求項２０】
　前記カバーは、軸方向に前記メッシュを越えて延在し、それにより前記移行ゾーンを少
なくとも部分的に画成する請求項１９に記載の管腔内デバイス。
【請求項２１】
　前記カバーは、前記移行ゾーンで厚さを増す請求項２０に記載の管腔内デバイス。
【請求項２２】
　前記カバーは、前記端部分の双方で厚さを増す請求項２０に記載の管腔内デバイス。
【請求項２３】
　前記表面は、ｉ）食道、ｉｉ）腸、ｉｉｉ）ファローピウス管、ｉｖ）尿管、ｖ）尿道
、ｖｉ）精管及びｖｉｉ）胆管から選択される１つの一部の形状及びサイズに略適合する
ように構成される請求項１～２２のいずれか一項に記載の管腔内デバイス。
【請求項２４】
　食道用壁部によって画成され且つ食道の一部の形状及びサイズに略適合するように構成
される食道用表面を有する食道用部材と、胃の噴門部の一部の形状及びサイズに略適合す
るように構成される噴門用表面を画成する噴門用壁部を有する噴門用部材と、前記食道用
部材及び前記噴門用部材に接続される連結体とを備える肥満症用デバイスにおいて、
　ｉ）前記食道用部材及びｉｉ）前記噴門用部材から選択される少なくとも１つは、受容
者の神経ホルモン機構に影響を及ぼして、食物により引き起こされる膨満を増大させるこ
と及び食物がない場合には膨満を装うことによって少なくとも部分的な満腹度を引き起こ
すように、受容器官を刺激するように適応し、
　前記食道用壁部は、前記食道に沿った蠕動運動の方向への軸に沿って離して配置された
端部分を有し、且つ前記食道用部材の遠位への遊走を引き起こす蠕動波に抗するように、
前記端部分同士の間に少なくとも１つの開口部を有する、肥満症用デバイス。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つの開口部は、前記食道の蠕動波の波長と少なくとも同じ桁数の大き
さの距離だけ離して配置された少なくとも２つの開口部を含み、それにより、前記開口部
の少なくとも１つは、前記蠕動波が前記食道用壁部を通過するときに前記食道に係合して
いる請求項２４に記載の肥満症用デバイス。
【請求項２６】
　前記食道用壁部が、前記軸に関する略円筒状であり、前記少なくとも１つの開口部が、
前記食道用壁部の外周の周りで半径方向に分散するパターンを含む請求項２４に記載の肥
満症用デバイス。
【請求項２７】
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　前記少なくとも１つの開口部が少なくとも２つの開口部を含み、前記パターンが、前記
食道用壁部の外周の周りで半径方向に分散する少なくとも２つのパターンを含む請求項２
６に記載の肥満症用デバイス。
【請求項２８】
　前記少なくとも２つのパターンは、前記軸に対して略垂直に配列される請求項２７に記
載の肥満症用デバイス。
【請求項２９】
　前記少なくとも２つのパターンは、前記食道の蠕動波の波長と同じ桁数の大きさの距離
だけ離して配置される請求項２８に記載の肥満症用デバイス。
【請求項３０】
　前記少なくとも２つのパターンは、少なくとも前記食道の前記蠕動波の波長程度である
距離だけ離して配置される請求項２９に記載の肥満症用デバイス。
【請求項３１】
　前記パターンはそれぞれ、前記軸に略垂直に且つ実質的に前記食道用壁部を囲むように
延在する開口帯部を含む請求項２６に記載の肥満症用デバイス。
【請求項３２】
　前記パターンはそれぞれ、実質的に前記食道用壁部を囲むように延在する複数の離散し
た開口部を含む請求項２６に記載の肥満症用デバイス。
【請求項３３】
　前記食道用壁部が、支持構造体と前記支持構造体を覆うカバーとによって画成され、前
記少なくとも１つの開口部が前記カバーに画成される請求項２４に記載の肥満症用デバイ
ス。
【請求項３４】
　前記支持構造体は、複数の交差するメッシュ部分によって画成され、それにより複数の
直線で囲まれた多角形を画成し、前記少なくとも１つの開口部は、前記多角形による複数
の隣接する多角形からなるサイズである請求項３３に記載の肥満症用デバイス。
【請求項３５】
　前記少なくとも１つの開口部は、ひし形、十字形、直線形及び「Ｈ」形状から選択され
る少なくとも１つを含む形状に配列された前記多角形による少なくとも３つの前記隣接す
る多角形からなるサイズである請求項３４に記載の肥満症用デバイス。
【請求項３６】
　前記少なくとも１つの開口部は、前記支持構造体での粘膜の増殖を調整するように構成
される請求項２４に記載の肥満症用デバイス。
【請求項３７】
　前記少なくとも１つの開口部は、制御されていない粘膜の増殖を促進するような量を下
回る前記軸に沿った寸法を有することによって、粘膜の増殖を調整するように構成される
請求項３６に記載の肥満症用デバイス。
【請求項３８】
　前記少なくとも１つの開口部は、前記粘膜に接触するように適応した側部と反対側にあ
る前記少なくとも１つの開口部で前記支持構造体の側部上に延在する前記カバーによって
、粘膜の増殖を調整するように構成される請求項３６に記載の肥満症用デバイス。
【請求項３９】
　前記支持構造体がメッシュを含む請求項３３に記載の肥満症用デバイス。
【請求項４０】
　前記メッシュは、外方に拡がるメッシュを含む請求項３９に記載の肥満症用デバイス。
【請求項４１】
　前記メッシュは、不均一なセル構造を有する請求項４０に記載の肥満症用デバイス。
【請求項４２】
　前記セル構造は、軸方向の内方よりも軸方向の外方で密度が低く、それにより移行ゾー
ンを画成する請求項４１に記載の肥満症用デバイス。
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【請求項４３】
　前記カバーは、軸方向に前記メッシュを越えて延在し、それにより前記移行ゾーンを少
なくとも部分的に画成する請求項４２に記載の肥満症用デバイス。
【請求項４４】
　前記カバーは、前記軸方向の外方部分の一方で厚さを増す請求項４３に記載の肥満症用
デバイス。
【請求項４５】
　前記カバーは、前記軸方向の外方部分の双方で厚さを増す請求項４４に記載の肥満症用
デバイス。
【請求項４６】
　前記連結体は、前記食道を通るように適応した少なくとも２つの引張材を含む請求項２
４に記載の肥満症用デバイス。
【請求項４７】
　前記少なくとも２つの引張材のそれぞれは、前記噴門用部材が前記軸に垂直でないよう
に異なる長さからなり、前記連結体は、前記食道用部材が前記食道にあるときに前記胃の
前記噴門部の変化のある輪郭にならうように、前記噴門用部材を位置決めする請求項４６
に記載の肥満症用デバイス。
【請求項４８】
　前記食道用部材は、前記受容者内の前記肥満症用デバイスの実質的に唯一の支持をもた
らす請求項２４に記載の肥満症用デバイス。
【請求項４９】
　前記少なくとも１つの開口部は、吸引によって粘膜が前記少なくとも１つの開口部に捕
捉されること及びコラーゲンを用いた注入によって粘膜が膨張されることを可能にするサ
イズである請求項２４に記載の肥満症用デバイス。
【請求項５０】
　蠕動波を受ける管腔内に管腔内デバイスを配置することを含む管腔内の方法であって、
　前記管腔内デバイスが、互いに反対側となる端部分を有する壁部によって画成される表
面を含み、前記表面は、前記端部分が前記管腔に沿った蠕動運動の方向への軸に沿って間
隔をあけて配置された状態で、前記管腔の一部の形状及びサイズに略適合するように構成
され、
　前記壁部が、前記管腔内デバイスの遠位への遊走を引き起こす蠕動波に抗するように、
前記端部分同士の間に少なくとも１つの開口部を有する、方法。
【請求項５１】
　少なくとも部分的な満腹度を引き起こす方法において、
　受容者内に肥満症用デバイスを配置するステップであって、前記肥満症用デバイスが、
食道用壁部によって画成され且つ食道の一部の形状及びサイズに略適合するように構成さ
れる食道用表面をもつ食道用部材と、胃の噴門部の一部の形状及びサイズに略適合するよ
うに構成される噴門用表面を画成する噴門用壁部を有する噴門用部材と、前記食道用部材
及び前記噴門用部材に接続される連結体とを有し、前記食道用壁部が、前記食道に沿った
蠕動運動の方向への軸に沿って間隔をあけて配置された端部分を有し、且つ前記端部分同
士の間に少なくとも１つの開口部を有する、ステップと、
　前記少なくとも１つの開口部を用いて、前記食道用部材の遠位への遊走を引き起こす蠕
動波に抗するステップと、
　前記受容者の神経ホルモン機構に影響を及ぼして、食物により引き起こされる膨満を増
大させること及び食物がない場合には膨満を装うことによって少なくとも部分的な満腹度
を引き起こすように、ｉ）前記食道用部材及びｉｉ）前記噴門用部材から選択される少な
くとも１つで受容器官を刺激するステップと
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は管腔内デバイス及び管腔内の方法を対象とし、具体的には、蠕動波を受ける管
腔において、蠕動波の作用によってデバイスが遠位へ遊走することに抗するのに有用であ
るようなデバイス及び方法を対象とする。本発明は、食道に位置付けられるように適応し
た食道用部材を有する肥満症用デバイス（bariatric device）及び肥満症用方法として説
明されるが、本発明は、食道内の他のデバイス及び方法と共に有用であり、蠕動波を受け
る他の管腔において有用なデバイス及び方法と共にでも有用となり得る。
【０００２】
［関連出願の相互参照］
　本出願は、２０１１年５月２０日出願の米国特許出願第６１／４８８，１９４号明細書
、及び２０１２年３月６日出願の米国特許出願第６１／６０７，３３８号明細書の優先権
を主張し、これらの開示は、それらの全体において参照することにより本願明細書に援用
される。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明の態様によれば、管腔内デバイス及び管腔内の方法は、蠕動波を受ける管腔内に
管腔内デバイスを配置することを含む。管腔内デバイスは、互いに反対側となる端部分を
有する壁部によって画成される表面を含む。この表面は、管腔の一部の形状及びサイズに
略適合するように構成される。端部分は、管腔に沿った蠕動運動の方向への軸に沿って間
隔をあけて配置される。壁部は、管腔内デバイスの遠位への遊走を引き起こす蠕動波に抗
するように、端部分同士の間に少なくとも１つの開口部を有する。
【０００４】
　少なくとも１つの開口部は、管腔内の蠕動波の波長と少なくとも同じ桁数の大きさ（at
 least on the order of magnitude of a wavelength；少なくとも常用対数の指標が同じ
大きさ）の距離だけ離して配置される少なくとも２つの開口部であってよい。壁部は、上
記軸に関する略円筒形状であってよく、開口部（複数可）は、壁部の外周の周りで半径方
向に分散するパターンを含んでよい。開口部（複数可）は少なくとも２つの開口部を含ん
でよく、このとき、そのパターンは、壁部の外周の周りで半径方向に分散する少なくとも
２つのパターンである。パターンは、上記軸に略垂直に配列されてよい。パターンは、管
腔の蠕動波の波長と同じ桁数の大きさの距離だけ離して配置されてよく、そして少なくと
も管腔の蠕動波の波長程度である距離だけ離して配置されてもよい。各パターンは、上記
軸に略垂直に且つ実質的に壁部を囲むように延在する開口帯部であってよい。或いは、各
パターンは、実質的に壁部を囲むように延在する複数の離散した開口部であってよい。
【０００５】
　壁部は、支持構造体と支持構造体を覆うカバーとによって画成されてよく、このとき、
カバーには開口部（複数可）が画成されてよい。支持構造体は、複数の交差する線材部分
によって画成され、それにより、複数の直線で囲まれた多角形を画成してよく、開口部（
複数可）は、上記多角形による複数の隣接する多角形からなるサイズである。開口部（複
数可）は、直線で囲まれた多角形内に配列される上記多角形による４つの隣接する多角形
からなるサイズであってよい。
【０００６】
　開口部（複数可）は、支持構造体上での粘膜の増殖を調整するように構成されてよい。
開口部（複数可）は、粘膜の増殖を促進するような量を下回る上記軸に沿った寸法を有す
ることによって、粘膜の増殖を調整するように構成されてよい。開口部（複数可）は、粘
膜と接触するように適応した側部と反対側にある開口部（複数可）で支持構造体の側部上
に延在するカバーによって、粘膜の増殖を調整するように構成されてよい。
【０００７】
　支持構造体はメッシュであってよい。メッシュは、外方に拡がるメッシュであってよい
。メッシュは不均一なセル構造を有してよい。セル構造は、遠位よりも近位で密度が低く
、それにより移行ゾーンを画成してよい。カバーは、メッシュを越えて近位に延在し、そ
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れにより移行ゾーンを少なくとも部分的に画成してよい。カバーは、端部分の一方又は双
方で、厚さを増す。
【０００８】
　上記表面は、ｉ）食道、ｉｉ）腸、ｉｉｉ）ファローピウス管、ｉｖ）尿管、ｖ）尿道
、ｖｉ）精管、又はｖｉｉ）胆管の一部の形状及びサイズに略適合するように構成されて
よい。
【０００９】
　本発明の態様によれば、少なくとも部分的な満腹度（satiety）を引き起こす肥満症用
デバイス及び肥満症用方法は、食道用壁部がもつと共に食道用壁部によって画成され且つ
食道の一部の形状及びサイズに略適合するように構成される食道用表面を有する食道用部
材と、噴門用部材とを含む。噴門用部材は、胃の噴門部の一部の形状及びサイズに略適合
するように構成される噴門用表面を画成する噴門用壁部を有する。連結体が、食道用部材
及び噴門用部材を連結する。食道用部材及び／又は噴門用部材は、受容者の神経ホルモン
機構に影響を及ぼして、食物によって引き起こされる膨満（fullness）を増大させること
及び食物がない場合には膨満を装うことによって、少なくとも部分的な満腹度を引き起こ
すように、受容器官を刺激するように適応する。食道用壁部は、食道に沿った蠕動運動の
方向への軸に沿って間隔をあけて配置された端部分を有し、且つ食道用部材の遠位への遊
走を引き起こす蠕動波に抗するように、上記端部分同士の間に少なくとも１つの開口部を
有する。
【００１０】
　少なくとも１つの開口部は、食道の蠕動波の波長と少なくとも同じ桁数の大きさの距離
だけ離して配置される少なくとも２つの開口部であってよい。食道用壁部は、上記軸に関
する略円筒状であってよく、開口部（複数可）は、壁部の外周の周りで半径方向に分散す
るパターンを含んでよい。開口部（複数可）は少なくとも２つの開口部を含んでもよく、
このとき、そのパターンは、壁部の外周の周りで半径方向に分散する少なくとも２つのパ
ターンであってよい。パターンは、上記軸に略垂直に配列されてよい。パターンは、管腔
の蠕動波の波長と同じ桁数の大きさの距離だけ離して配置されてよく、そして少なくとも
管腔の蠕動波の波長程度である距離だけ離して配置されてもよい。各パターンは、上記軸
に略垂直に且つ実質的に食道用壁部を囲むように延在する開口帯部であってよい。或いは
、各パターンは、実質的に食道用壁部を囲むように延在する複数の離散した開口部であっ
てよい。
【００１１】
　食道用壁部は、支持構造体と支持構造体を覆うカバーとによって画成され、このときカ
バーには開口部（複数可）が画成されてよい。支持構造体は、複数の交差する線材部分に
よって画成され、それにより、複数の直線で囲まれた多角形を画成してよく、開口部（複
数可）は、上記多角形による複数の隣接する多角形からなるサイズである。開口部（複数
可）は、直線で囲まれた多角形内に配列される上記多角形による４つの隣接する多角形か
らなるサイズであってよい。
【００１２】
　開口部（複数可）は、支持構造体上での粘膜の増殖を調整するように構成されてよい。
開口部（複数可）は、粘膜の増殖を促進するような量を下回る上記軸に沿った寸法を有す
ることによって、粘膜の増殖を調整するように構成されてよい。開口部（複数可）は、粘
膜に接触するように適応する側部と反対側にある開口部（複数可）で支持構造体の側部上
に延在するカバーによって、粘膜の増殖を調整するように構成されてよい。
【００１３】
　支持構造体はメッシュを含んでよい。メッシュは、外方に拡がるメッシュであってよい
。メッシュは不均一なセル構造を有してよい。セル構造は、遠位よりも近位で密度が低く
、それにより移行ゾーンを画成してよい。カバーは、メッシュを越えて近位に延在し、そ
れにより、移行ゾーンを少なくとも部分的に画成してよい。カバーは、端部分の一方又は
双方で、厚さを増す。
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【００１４】
　本発明の態様によれば、管腔の一部の形状及びサイズに略適合するように構成される表
面を有する管腔内デバイスを展開する方法は、管腔内に内視鏡デバイスを配置するステッ
プと、管腔内デバイスが取り付けられた展開デバイスを内視鏡デバイスを用いて管腔に案
内するステップとを含む。管腔内デバイスは、管腔内で展開デバイスから少なくとも部分
的に展開される。少なくとも部分的に展開された管腔内デバイスは、内視鏡デバイスを用
いて管腔内デバイスの位置を見えるようにしつつ、展開デバイスを用いて位置決めされる
。
【００１５】
　管腔内デバイスの展開は、位置決め後に完了してよい。展開デバイスは、開口部を囲む
展開壁部を含んでよい。展開デバイスは、内視鏡デバイスを覆うように開口部を位置決め
することによって、案内されることができる。管腔内デバイスは、展開壁部の周りに位置
決めされてよい。この方法は、Ｘ線透視の使用を伴わずに実施されることができる。
【００１６】
　食道用表面をもつ食道用部材を有する肥満症用デバイスの展開方法は、食道の一部の形
状及びサイズに略適合するように構成される食道用壁部と噴門用部材とによって画成され
る。噴門用部材は、胃の噴門部の一部の形状及びサイズに略適合するように構成される噴
門用表面を画成する噴門用壁部を有する。連結体が食道用部材及び噴門用部材を連結する
。本発明の態様によれば、この方法は、経口的に胃内に内視鏡デバイスを配置するステッ
プと、内視鏡デバイスを用いて、肥満症用デバイスが取り付けられた展開デバイスを胃に
案内するステップとを含む。肥満症用デバイスは、胃内で、展開デバイスから少なくとも
部分的に展開される。肥満症用デバイスは、内視鏡デバイスを用いて肥満症用デバイスの
位置を見えるようにしつつ、展開デバイスを用いて位置決めされる。
【００１７】
　肥満症用デバイスの展開は、位置決め後に完了してよい。展開デバイスは、開口部を囲
む展開壁部を含んでよい。展開デバイスは、内視鏡デバイスを覆うように開口部を位置決
めすることによって、案内されることができる。肥満症用デバイスは、展開壁部の周りに
位置決めしてよい。この方法は、Ｘ線透視の使用を伴わずに実施されることができる。
【００１８】
　本発明のこれらの並びに他の目的、利点及び特徴は、図面と併せて以下の明細書を精査
することにより、明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の態様による管腔内デバイスの側面図である。
【図２】図１のＩＩで示した領域の拡大斜視図である。
【図３】代替の実施形態のもので図１と同じ図である。
【図４】本発明の態様による肥満症用デバイスの側面図である。
【図５】図４の肥満症用デバイスの斜視図である。
【図６】肥満症用デバイスの代替の実施形態の食道用部材をその側方からとらえた斜視図
である。
【図７】図６の食道用部材の端面図である。
【図８】図６の食道用部材を組み込んでいる肥満症用デバイスの側面図である。
【図９】受容者内で展開された図８の肥満症用デバイスの図である。
【図１０】その壁部にある開口部のパターンを示す、平らにされた食道用部材の側面図で
ある。
【図１１】代替の実施形態のもので図１０と同じ図である。
【図１２】代替の実施形態のもので図１０と同じ図である。
【図１３】代替の実施形態のもので図１０と同じ図である。
【図１４】代替の実施形態のもので図１０と同じ図である。
【図１５】代替の実施形態のもので図１０と同じ図である。
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【図１６】代替の実施形態のもので図１０と同じ図である。
【図１７】代替の実施形態のもので図１０と同じ図である。
【図１８】代替の実施形態のもので図１０と同じ図である。
【図１９】代替の実施形態のもので図１０と同じ図である。
【図２０】代替の実施形態のもので図１と同じ図である。
【図２１】代替の実施形態のもので図１０と同じ図である。
【図２２】代替の実施形態のもので図１０と同じ図である。
【図２３】代替の実施形態のもので図１０と同じ図である。
【図２４】代替の実施形態のもので図１０と同じ図である。
【図２５】代替の実施形態のもので図１０と同じ図である。
【図２６】代替の実施形態のもので図１０と同じ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　ここで、本明細書に示される図面及び図解する実施形態を参照すると、管腔内デバイス
２０は、食道用部材２２のような部材を含み、この部材は、近位端部分３０及び遠位端部
分３２で構成された互いに反対側となる端部分を有する壁部２６によって画成された表面
２４を有している（図１及び図２）。表面２４は、その中で表面２４が展開されるべき管
腔の一部の形状及びサイズに略適合するように構成されている。具体的には、表面２４は
、蠕動を受ける管腔の部分の形状及びサイズに略適合するように構成されている。そのよ
うな管腔の例は、食道、結腸、腸の他の部分、尿管、尿道、胆管、ファローピウス管、精
管などを含む。
【００２１】
　端部分３０，３２は、デバイス２０がその中で展開される管腔に沿った蠕動運動の方向
への軸Ａに沿って間隔をあけて配置されている。壁部２６は、ニチノールワイヤなどから
作製されたワイヤメッシュ３４のような支持構造体と、支持構造体３４の上を覆うカバー
３５とによって画成されている。図示の実施形態では、カバー３５は、シリコーン又はそ
の他の可撓性のある生物学的に不活性な物質の発泡体であり、この発泡体は、例えば約０
．４ミリメートルの厚さで適用される。カバー３４は、近位端部分及び／又は遠位端部分
３２に１つ以上の重なり合った部分を有してもよい。カバー３５の層は、一般的に、接着
領域３７を除いて、重なり合っている箇所が互いに接着していない。これにより、近位端
部分３０及び／又は遠位端部分３２をより柔軟にでき、このことは、デバイス２０が展開
される管腔とデバイス２０との間に移行ゾーン２８を生成する。そのような移行ゾーンは
、同一出願人による２０１０年１０月１日出願の米国特許出願第６１／３８８，８５７号
明細書（この明細書の開示はその全体において参照することにより本願明細書に援用され
る）に開示されているように痙攣を最小限にすると考えられている。近位端部分３０にお
ける移行ゾーン２８は、メッシュ３４となるパターン６８をさらに含んでもよく、このパ
ターンは、メッシュ３４の残りの部分のパターンよりも密度が低い、すなわちより開放的
である。
【００２２】
　管腔内デバイス２０は、カバー３５に少なくとも１つの開口部７５を含む。開口部７５
は、端部分３０及び３２の間にあり、且つデバイス２０の遠位への遊走を引き起こす蠕動
波に抗するために設けられている。開口部７５は、管腔の粘膜が開口部７５内に入り込む
ことによって端部分３０及び３２の間でデバイス２０を把持することができる領域を与え
る。このことは管腔の粘膜の捕捉を与え、この管腔内では、ＭＵＣＯＳＡＬ　ＣＡＰＴＵ
ＲＥ　ＦＩＸＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＭＥＤＩＣＡＬ　ＤＥＶＩＣＥ（医療デバイスの粘膜捕
捉固定）と題する米国特許出願公開第２０１０／０１９８２３７号明細書（この明細書の
開示は参照することにより本願明細書に援用される）に説明されている原理を使用して、
デバイス２０が位置決めされる。端部分３０及び３２の間における開口部７５の配置はさ
らに、管腔内における管腔内デバイス２０の固定を補助する。作用の原理は完全に分かっ
ているわけではないが、蠕動波が管腔を下方へと通過すると、蠕動波は、内向き圧力が上
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昇した領域（複数）と圧力が低下した領域（複数）とが交互になった通り過ぎる領域を生
成すると考えられる。開口部７５がない場合には、端部分３０及び３２のすぐ近くに圧力
低下領域（複数）を伴って端部分３０及び３２の間に圧力上昇領域（単数）を有し、それ
により、端部分３０，３２が覆われていないままであったとしても、遠位への遊走に抗す
るようないかなる部分もデバイス２０に有さない可能性があるかもしれない。
【００２３】
　図示の実施形態では、開口部７５は、蠕動波の移動方向と一致したデバイス２０の軸Ａ
に平行な幅Ｗを有している。開口部７５は、壁部２６の周囲に半径方向に分散されている
パターンを形成している。このことは、図示の実施形態では、開口部７５が壁部を囲むよ
うに延在する帯の形態にあることによって達成される。しかしながら、下記で詳細に説明
するように、他の形状も可能である。
【００２４】
　開口部７５は、構造体３４を画成する線材の周りでの細胞増殖を促進する貫通開口部と
して説明される。或いは、開口部７５は、例えば除去を容易にするために、メッシュ３４
への粘膜の増殖付着量を調整するように構成され得る。このことは、管腔からデバイス２
０を除去するために必要な労力量を低減する。粘膜の増殖を調整するための１つの方法は
、開口部７５の幅Ｗを特定の幅よりも小さくするように選択することである。図示の実施
形態では、幅Ｗは約７．５ミリメートルであるが、他の寸法も可能である。その代わりに
、又はそれに加えて、カバー３５は本質的には、開口部７５において、メッシュ３４の外
側では除去されるが、メッシュ７５の内側で存在することができる。このことは、粘膜が
開口部７５内に入り込むがメッシュのストランドの周りでは通常成長しないように抑制さ
れることを可能にする。しかしながら、メッシュのストランドの周りでの粘膜の増殖が発
生した場合でも（これは、メッシュ３４のストランドを取り囲むかたちで粘膜の一部同士
が互いの中に成長するときに発生し、このことは、デバイス２０の長期的な配置における
助けとなる）、焼灼のような増殖を除去する技術が既知である。また、開口部７５から粘
膜を穏やかに引き離すために、内視鏡などのツールも、壁部２６と食道との間に挿入する
ことができる。
【００２５】
　図示の実施形態では、壁部２６は、軸Ａに関する略円筒状をしており、開口部７５は、
壁部２６の実質的に全周にわたり軸Ａに略垂直に延在する開放した帯の形状である。しか
しながら、当業者にとって他の形状は明らかであろう。例えば、下記で詳細に説明するよ
うに、壁部２６の実質的に全周にわたり軸Ａに略垂直に延在するパターンで、複数の離散
した開口部を配列することができる。
【００２６】
　代替の実施形態では、管腔内デバイス１２０は、カバー１３５により覆われたメッシュ
１３４のような支持構造体で構成される壁部１２６によって画成される表面１２４を含む
（図３）。デバイス１２０は複数の開口部を含み、これら開口部は、蠕動波の移動方向に
延在する軸Ａに垂直に且つ壁部１２６の外周の周りに延在するパターン（複数）を形成す
る。これらのパターンは、近位端部分１３０と遠位端部分１３２との間の開口した帯部１
７５（複数）の形態をしている。帯部１７５は、軸Ａに略垂直に且つ実質的に壁部１２６
を囲むように延在する。各開口部１７５は、粘膜の増殖を調整する傾向がある軸Ａに垂直
な寸法Ｗを有するが、他の寸法が選択されてもよい。帯部１７５は、蠕動波の波長（の値
）と同じ桁数の大きさ（の値）をした距離Ｓだけ離して配置されている。図示の実施形態
では、距離Ｓは、蠕動波の波長以上の大きさである。このことは次のことを確実にする、
つまり、蠕動波によって引き起こされる管腔壁の圧力低下の領域が一方の帯部１７５を越
えて通過するとき、管腔壁の圧力上昇の領域は同時に他方の帯部１７５を越えて通過し、
そして逆も同様に生じることである。これにより、次のことが確実になる、つまり、遠位
への遊走に抗するために、蠕動波が通過するときに圧力低下の領域が１つの帯部１７５に
作用する状態でも、壁部を固定するように他の帯部１７５に作用する圧力上昇の領域が通
常あることである。図解する実施形態では、帯部（複数）１７５は、蠕動波の波長よりも
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大きい距離Ｓだけ離れて配置されている。例として、蠕動波の波長が約１～２センチメー
トルの場合、距離Ｓは約２～３センチメートル又はそれ以上である。２つの帯部１７５を
備えてデバイス１２０が説明されているが、３つ以上の帯部が用いられてもよいことは理
解されるべきである。また、離散した開口部（複数）のような他のパターンも用いられて
もよい。
【００２７】
　１つの適用例では、管腔内デバイス２０は肥満症用デバイスであり、部材２２は、食道
の遠位部分の形状及びサイズに略適合するように構成された食道用部材である。同一出願
人による米国特許出願公開第２００７／０２９３７１６号明細書に開示されているように
（この明細書の開示は参照することにより本願明細書に援用される）、そのような肥満症
用デバイスは、食物により引き起こされる膨満を増大させること及び食物がない場合には
膨満を装うことによって、少なくとも部分的な満腹度を引き起こすのに十分であるように
受容者の神経ホルモン機構に影響を与えるために、表面２４を用いて受容器官を刺激する
。しかしながら、管腔内デバイス２０は、その代わりとして、食道内の狭窄、瘻孔などを
治療するように構成された食道用ステントとすることができる。或いは、管腔内デバイス
２０は、結腸内の狭窄、瘻孔などを治療するように構成された大腸用ステントとすること
ができる。当業者には、尿管、尿道、胆管、ファローピウス管、精管などのために構成さ
れたステントを含んだ他の適用は明らかであろう。
【００２８】
　別の代替実施形態では、管腔内デバイス２２０は、食道用壁部３３６によって画成され
る食道用表面３２４をもつ食道用部材３２２を有する肥満症用デバイスの形態をしている
（図４及び図５）。食道用表面３２４は、食道の一部の形状及びサイズに略適合するよう
に構成されている。食道用壁部３３６は、蠕動波の移動方向である食道の延長方向への軸
Ａに沿って離れて配置される端部分３３０，３３２を有している。壁部３３６は、メッシ
ュ３３４及びメッシュ３３４を上から覆うカバー３３５による形態の支持構造体によって
画成されている。カバー３３５は、既に説明した帯部７５及び１７５と同様の様式で食道
用部材３２２の遠位への遊走を引き起こす蠕動波に抗するために、カバー３３５内におい
て端部分３３０及び３３２の間に少なくとも１つの開口部３７５を含む。
【００２９】
　肥満症用デバイス２２０は、噴門用表面３５２を画成する噴門用壁部３５４を有する噴
門用部材３５０をさらに含み、この噴門用表面３５２は、胃の噴門部の一部の形状及びサ
イズに略適合するように構成されている。噴門用表面３５２及び／又は食道用表面３２４
は、食物により引き起こされる膨満を増大させること及び食物がない場合には膨満を装う
ことによって、少なくとも部分的な満腹度を引き起こすのに十分であるように受容者の神
経ホルモン機構に影響を与えるためのものである。肥満症用デバイス２２０は、食道用部
材３２２及び噴門用部材３５０に接続される連結体３５６をさらに含む。連結体３５６は
、胃食道接合部の偽括約筋（pseudo-sphincter）との干渉を最小限にするかたちで、偽括
約筋を通る。米国特許出願公開第２０１０／００３００１７号明細書に開示されているよ
うに（この明細書の開示は参照することにより本願明細書に援用される）、（複数の）繋
留デバイス（tether devices）が、食道用部材３２２と連結体３５６の反対側の噴門用部
材３５０との間の本来の位置に取り付けられることができる。連結体３５６は、肥満症用
デバイス２２０を展開している間において連結体３５６を適切に位置決めすることを可能
にするために、連結体３５６に沿って延在する金糸などのＸ線不透過性マーカーを有する
ことができる。
【００３０】
　さらに別の実施形態では、肥満症用デバイス４２０は、食道の全体的なサイズ及び形状
に拡がる円筒形状の壁部４２６を有する食道用部材４２２と、胃の噴門部の全体的なサイ
ズ及び形状に拡がる噴門用部材４５０とを含む（図６～図９）。部材４２２及び４５０は
、ＧＥ（胃食道）接合部の働きを抑制しないかたちでＧＥ接合部を通る連結体４５６に接
続されている。食道用壁部４２６は、メッシュ４３４のような支持体によって画成され、



(12) JP 2014-521390 A 2014.8.28

10

20

30

40

50

このメッシュ４３４は、蠕動波の伝播に関する近位端部分４３０及び遠位端部分４３２を
規定するシリコーンカバー４３５のようなカバーによって覆われている。食道用壁部４２
６は、端部分４３０及び４３２の間に固定用開口部４７５（複数）を含む。開口部４７５
（複数）は、距離Ｓで分かれた２つのパターンで壁部４２６の外周の周りに配列される離
散した開口部（複数）である。前述のように、距離Ｓは、蠕動波長と同じ桁数の大きさで
あり、そして蠕動波長以上の大きさであるが、開口部４７５は端部分４３０，４３２の内
側にある。３つの開口部４７５が壁部４２６の外周の周りで半径方向にほぼ等距離で間隔
をあけて配置されている開口部４７５の１つのパターンが、図７に示されている。各パタ
ーンにおいて３つの開口部が示されているが、それよりも多数又は少数の開口部を用いる
ことができる。また、２つのパターンの各々の開口部４７５は、軸Ａの方向で互いと略一
直線上に並べられているが、それら開口部は互いからにオフセットされることもできる。
【００３１】
　図示の実施形態では、各開口部４７５は、ひし形形状のような直線で囲まれた多角形の
形態をして、メッシュ４３４における４つの隣接するセルで構成されている。これにより
、食道用部材４２２を即座に固定するように粘膜が開口部４７５に入り込むことが可能と
なり、且つ、長期間の固定のために各開口部４７５の内部の線材の周りで細胞増殖が生じ
ることが可能になる。細胞増殖を促進するために、メッシュのストランドの周りに侵入す
る膨隆部の成長も共に促進するように粘膜を刺激する技術を用いることができる。例えば
、膨隆粘膜を粗い状態にするために、内視鏡下でブラシを食道用部材４２２の内部に挿入
してもよい。また、米国特許出願公開第２０１０／０１９８２３７号明細書に説明されて
いるように、硬化剤のような様々な薬剤を、膨隆粘膜に適用してもよい。また、各開口部
４７５に対して吸引を行うこと又は食道用部材全体に対して吸引を行うことのいずれかに
よって静脈瘤を生成するように、膨隆粘膜の各セクションを内視鏡を使用するなどして個
々に吸引してもよい。内視鏡の端部などから、ゴムバンドなどの帯状体を粘膜の周囲に加
えて、細胞が各開口部４７５内に成長するまで肥満症用デバイスを保持してもよい。その
ようなとき、静脈瘤は、ゴムバンドと共に脱落し、胃腸管を通過することができる。或い
は、開口部４７５の中に膨隆する粘膜の各セクションは、様々な形態の注射用コラーゲン
などのような充填剤を注入することで処理されてもよい。充填剤は最終的には体に吸収さ
れることになるが、充填剤は、細胞増殖を生じさせるのを可能にするのに十分に、膨隆粘
膜を拡大することになる。当業者には他の技術は明らかであろう。
【００３２】
　連結体４５６は、ＧＥ（胃食道）接合部の働きに干渉しないかたちで食道用部材４２０
及び噴門用部材４５０を連結する。図示の実施形態では、連結体４５６は、２つ以上の引
張材又は突張材４５６ａ及び４５６ｂで構成され、これらは、食道用部材４２２の遠位開
口部と噴門用部材４５０との間でほぼ等しい半径方向距離だけ離れて間隔をあけて配置さ
れている。突張材４５６ａ，４５６ｂは、前額面内において左右に方向付けられて示され
ている。前額面内で方向付けられる場合、噴門用部材を食道用部材に対して角度を付けて
方向付けることを可能にするために、より大きい方の湾曲で方向付けられた突張材の方が
長くなる。また、湾曲が大きい方の突張材４５６ａ，４５６ｂ（単数）は、大きくなった
湾曲の曲率に適合させるために、他方の突張材（単数）よりも可撓性のある材料からなる
ことができる。或いは、突張材（複数）は、矢状面内において前後方向に方向付けられて
もよい。突張材が矢状面上で方向付けられる場合、それら突張材は両方とも、ほぼ同じ長
さのものとすることができる。噴門用部材は、突張材４５６ａ，４５６ｂの矢状面を中心
に自由に旋回できるため、胃の噴門部分に接触して適切な向きに旋回することになる。
【００３３】
　図示の実施形態では、引張材４５６ａは、引張材４５６ｂの約２倍の長さであるが、寸
法は変化してもよい。これにより、図９から最もよく分かるように、食道用部材４２２を
通る軸Ａと噴門用部材４５０との間に傾斜が生じる。このことは、食道用部材４２２が、
胃の大きな湾曲及び小さな湾曲からなる生来の傾斜にも関わらずにＧＥ接合部を囲繞する
噴門の全ての部分に対して圧力を加えるかたちで、引張材４５６ａ，４５６ｂを介して噴
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門用部材４５０を引き付けることを可能にする。このような方法では、噴門用部材４５０
は、開口部４７５により食道用部材４２２を食道に単に固定することによって、胃の噴門
部分に圧力を加えることができる。このことは、米国特許出願公開第２０１０／００３０
０１７号明細書に開示されている繋留なわのような追加の固定機構を使用する必要性をな
くす。しかしながら、噴門用部材４５０の噴門用表面４５２などに形成される細胞増殖特
性のような他の固定機構を使用することができる。図示の実施形態では、引張材４５６ａ
は１４ミリメートルであり、引張材４５６ｂは７ミリメートルである。引張材４５６ａ，
４５６ｂは、米国特許出願公開第２０１０／００３００１７号明細書に開示される原理を
使用して長さを調整可能に作製されることができ、それにより、米国特許第８，１００，
９３１号明細書（この明細書の開示は参照することにより本願明細書に援用される）に説
明されているように、受容者によって達成される満腹度の量を設定することができる。
【００３４】
　受容者は、開口部７５、１７５及び４７５内にあるメッシュ線材の周りに細胞が増殖す
ることができるようにするために、１週間又は２週間、固形食を避けるように指示され得
る。細胞増殖の形成前にデバイスが遊走した場合には、デバイスが胃に存在するため、受
容者は傷つけられない。医師は、デバイスを適所に引き戻すことができる。或いは、デバ
イスは、とり除くように移動させられ、食道部分の周りに巻き付けられる縫合糸を用いて
再展開されてもよい。縫合糸は、受容者の臼歯、又は、歯科矯正医によって使用されるタ
イプのものであり且つ歯に一時的に固定される矯正金具などに取り付けられることができ
る。そのような縫合糸は、受容者によって十分我慢できるものであり、そして、細胞増殖
が起こった後にもはや必要なくなると切り取られることができる。
【００３５】
　図１０は、よりよく説明するために平らにされているが粘膜捕捉開口部をもたない食道
用部材４２２を有する肥満症用デバイスを示している。
【００３６】
　図１１は、よりよく説明するために平らにされており粘膜捕捉開口部４７５ａ（複数）
をもつ食道用部材４２２ａを有する肥満症用デバイスを示し、これら粘膜捕捉開口部４７
５ａは、食道用壁部にある隣接する開放したセルにより形成される「Ｚ」のパターンによ
って画成される。
【００３７】
　図１２は、粘膜捕捉開口部４７５ｂ（複数）をもつ平らにされた食道用部材４２２ｂを
有する肥満症用デバイスを示し、これら粘膜捕捉開口部４７５ｂは、隣り合うひし形形状
のパターンで配列され、ひし形形状のそれぞれは食道用壁部にある４つの開放したセルで
構成される。
【００３８】
　図１３は、粘膜捕捉開口部４７５ｃ（複数）をもつ平らにされた食道用部材４２２ｃを
有する肥満症用デバイスを示し、これら粘膜捕捉開口部４７５ｃはひし形形状であり、ひ
し形形状のそれぞれは、メッシュの４つの隣接する開放したセルで構成され、このとき、
開口部４７５ｃが、食道内の蠕動波の波長と少なくとも同じ桁数の大きさの距離「Ｓ」だ
け離すように間隔をあけて配置されるパターンで配列されている。
【００３９】
　図１４は、開口部４７５ｅ（複数）をもつ平らにされた食道用部材４２２ｅを有する肥
満症用デバイスを示し、これら開口部４７５ｅはそれぞれ、メッシュの３つの隣接する開
放したセルをそれぞれが含む３つの交差するラインで構成された「Ｈ」の形状である。
【００４０】
　図１５は、複数の開口部４７５ｆをもつ平らにされた食道用部材４２２ｆを有する肥満
症用デバイスを示し、これら開口部４７５ｆはそれぞれ、開口部４７５ｅと同様の「Ｈ」
の形状であるが、これら開口部４７５ｆは、食道の蠕動波の波長と少なくとも同じ桁数の
大きさの距離「Ｓ」だけ離すように間隔をあけて配置されるパターンで配列されている。
【００４１】
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　図１６は、複数の開口部４７５ｇをもつ平らにされた食道用部材４２２ｇを有する肥満
症用デバイスを示し、これら開口部４７５ｇはそれぞれ、開口部４７５ｅ及び４７５ｆと
同様の「Ｈ」の形状であるが、これら開口部４７５ｇは、互いに対して異なる向きを有す
る形状を伴っている。
【００４２】
　図１７、図１８及び図１９はそれぞれ、開口部４７５ｈ、４７５ｉ及び４７５ｊをもつ
平らにされた食道用部材４２２ｈ、４２２ｉ及び４２２ｊを有する肥満症用デバイスを示
し、各開口部４７５ｈ、４７５ｉ及び４７５ｊは、３つの開放したセルによる交差するラ
インによってそれぞれが画成される十字形状である。しかしながら、開口部は、各食道用
部材において異なって配列されている。他の開口部の形状及び配列は技能者には明白であ
ろう。
【００４３】
　図２０に示す食道用部材５２０は、可撓性のある突張材４５６を用いて共に結合される
セクション５２０ａ，５２０ｂ，５２０ｃで構成されている。各セクション５２０ａ，５
２０ｂ，５２０ｃは開口部１７５（単数）を有し、その結果、これら開口部１７５は、食
道の蠕動波長と少なくとも同じ桁数の大きさの距離Ｓだけ離すように間隔をあけて配置さ
れる。このような方法では、少なくとも１つの開口部１７５が、蠕動波が通過するときに
食道によって堅固な係合を受けることになる。それらセクションは、別々に分かれている
突張材５５６によって連結されるように示されているが、共通のカバーによって結合され
ることができ、そうでなく別れたメッシュセクションで単に構成されることもできる。そ
して、これらメッシュセクションは、それら自体がニチノールワイヤメッシュ、ステンレ
ス鋼又はポリマーで構成されることができる。また、食道用部材５２０は、食道用部材５
２０を噴門用部材（図２０には図示せず）と連結する２つの突張材５５６ａ，５５６ｂを
備えて示されてもいる。しかしながら、各セクション５２０ａ、５２０ｂ及び５２０ｃは
、突張材によって噴門用部材に個々に連結されることができ、その結果、食道蠕動波が通
過するときには噴門用部材に加えられる張力が常に存在するということは、理解されるべ
きである。
【００４４】
　図２１～２６は、なんらかの形態の開口部４７５Ｌ、４７６Ｎ、４７５Ｐ、４７５Ｒ及
び４７５Ｔをそれぞれが備える様々な平らにされた食道用部材４２２Ｋ、４２２Ｍ、４２
２Ｏ、４２２Ｑ、４２２Ｓ及び４２２Ｔを示し、これらの開口部は、メッシュの線材の周
りでの粘膜捕捉及び粘膜増殖のために、１つのカバー表面上でメッシュの少なくとも一部
を露出させる開口部をもたらす。平らにされた食道用部材の少なくともいくつかは、メッ
シュセクションによる横切りを受けず且つ主に粘膜捕捉を目的とした開口部４７５Ｋ、４
７５Ｍ、４７５Ｏ、４７５Ｑ及び４７５Ｓを有している。開口部４７５Ｋ、４７５Ｍ、４
７５Ｏ、４７５Ｑ及び４７５Ｓは、次のような程度に十分に大きくなっている、つまり、
粘膜のより大きい部分が、開口部の全てに細胞増殖が発生するまでの一時的な固定のため
に開口部に捕捉されることができ、且つ、吸引による補助、粘膜の直径を大きくするため
のコラーゲン充填剤の注入による補助などを受けることができる程度である。
【００４５】
　上述の説明は、本発明のいくつかの実施形態を説明するものであるが、当業者には、特
許請求の範囲で別に定義するような本発明の趣旨及び範囲から逸脱せずに、これらの実施
形態に対して変形及び変更がなされ得ることが理解されるであろう。本発明は、本明細書
で説明した様々な実施形態又は本発明の態様の全ての組み合わせを包含する。本発明のあ
らゆる実施形態は、任意の他の実施形態と併用することで、本発明の追加の実施形態を説
明することできるということが理解される。さらに、追加の実施形態を説明するのに、実
施形態のいかなる要素も、いずれの実施形態におけるあらゆる他の要素と組み合わせるこ
とができる。
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